
 
平成２９年１１月３０日 

四国地方整備局 港湾空港部 

 

国際クルーズ旅客受入機能高度化事業(第 2 回募集分)を採択 
～徳島小松島港・高知港にてクルーズ旅客の安全性の確保等を図る事業を実施～ 

   

今般、国際クルーズ旅客受入機能高度化事業（第２回募集分）について四国地方整

備局管内では、徳島小松島港が採択されました。本事業は、今年度創設され、６月に

第１回募集、１１月に第２回募集が行われたところです。管内では、徳島小松島港（第

１回募集分及び第２回募集分）と高知港（第１回募集分）が採択されており、徳島県

および高知県において、事業の実施が図られます。 

徳島小松島港赤石地区では、クルーズ旅客のふ頭での乗下船の安全性を確保するた

め貨客分離フェンスの整備を行います。高知港三里地区では、クルーズ旅客が利用す

るバス・タクシーのための駐車場の整備を行います。 

これらにより、両港ではクルーズ旅客の利便性や安全性が高まることになり、一層

のクルーズ船の寄港が期待されます。 

 

【国際クルーズ旅客受入機能高度化事業の制度概要】 

港湾におけるクルーズ旅客の利便性や安全性を確保し、円滑な受入れを促進するため、

地方公共団体又は民間事業者が実施する屋根付き通路や移動式ボーディングブリッジの

設置等に要する経費に対して補助を行います。 

平成２９年度創設。補助率１／３。 
 

【四国地方整備局管内の採択案件】 

   採択時期 港 名 事業主体 整備概要 事業費 

(万円) 

第 1 回(6 月)･ 

第 2 回(11 月) 

徳島小松島港 徳島県 貨客分離フェンス 1,500 

第 1 回(6 月) 高知港 高知県 駐車場 2,100 

 

【添付資料】 

・別添１ 平成２９年度 国際クルーズ旅客受入機能高度化事業 第２回事業採択港一覧 

・別添２ 【参考】国際クルーズ旅客受入機能高度化事業の概要 
  

【その他】 

・制度の詳しい内容や募集要領等の関連資料は、以下の国土交通省ＨＰをご参照下さい。 

（URL： http://www.mlit.go.jp/report/press/port03_hh_000034.html） 

問い合わせ先 国土交通省 四国地方整備局 港湾空港部 

        港湾計画課長 新見 泰之 

        課長補佐     野本 啓介  電話 087-811-8330（直通） 

同時記者発表 

徳島県政記者クラブ 高知県政記者クラブ 



事業費 国費

1 秋田港 本港地区 秋田県 待合施設 27,000 9,000

2 仙台塩釜港

石巻港区雲雀野地区
石巻港区大手地区
石巻港区中島地区
仙台港区中野地区

宮城県 移動式照明 2,400 800

3 横浜港 新港ふ頭地区
新港ふ頭客船
ターミナル株式会社

駐車場 73,975 24,658

4 金沢港 南地区 石川県 駐車場 83,280 27,760

5 四日市港 霞ヶ浦地区 四日市港管理組合 大型テント 4,500 1,500

6 神戸港 新港地区 神戸市 旅客上屋等の改修 120,000 40,000
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7 厳島港 胡町地区 広島県 屋根付き通路 96,000 32,000

8 徳島小松島港 赤石地区 徳島県 貨客分離フェンス 13,800 4,600

9 八代港 外港地区 熊本県 駐車場 8,000 2,666

計 9港 428,955 142,984

いつくしま えびすまち
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国際クルーズ旅客受入機能高度化事業

臨 港 地 区

クルーズ船

移動式ボーディングブリッジ

屋根付き通路

照明設備

植栽

バスやタクシー等
の駐車場

老朽化した倉庫又は
危険物取扱施設等の移設又は撤去

防塵フェンス

待合設備 便所設備
荷物搬送
設備

旅客上屋等の改修

空調設備

荷物搬送機器

：クルーズ旅客の移動又は手荷物等の搬出入の円滑化に要する経費

：クルーズ旅客が利用する旅客上屋等の受入環境改善に要する経費

：クルーズ旅客の安全性の向上に要する経費

補助対象経費のイメージ

訪日クルーズ旅客数500万人の実現に向けて、クルーズ旅客の利便性や安全性の向上及び物流機

能の効率化を図るための事業を実施する者（地方公共団体又は民間事業者）に対し、その経費の一
部を国が補助する。

事業概要

■補助対象経費
・クルーズ旅客の移動又は手荷物等の搬出入の
円滑化に要する経費
・クルーズ旅客が利用する旅客上屋等の受入環境
改善に要する経費
・クルーズ旅客の安全性の向上に要する経費 等

■補助対象者
地方公共団体（港務局を含む。）又は民間事業者

■事業スキーム

補

助

対

象

者

国

事業計画の申請

対象経費の１/３以内を補助

別添２


